
自分らしく生きるジェンダー平等のまち
第5次松本市男女共同参画計画・女性活躍推進計画

概 要

＜計画策定の趣旨＞

男女が、互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別にとらわれず、それぞれの個性と能
力を十分に発揮し、あらゆる分野に参画できる社会の実現に向けた取組みを推進することを計画の趣旨とし
ます。

＜計画期間＞

令和5年度(2023年度)から
令和9年度(2027年度)まで
の5年間とします。

＜松本市の男女共同参画の現状と課題＞

【女性】

回答者数 = 364

ア　「男は仕事、女は家庭」と役割
　　を分けたほうがよい

イ　家事全般は夫婦で協力するほ
　　うがよい

ウ　夫婦で家族を養うほうがよい

エ　家庭での育児や介護は夫婦で
　 　協力するほうがよい

オ　女性の能力が正当に評価され
　 　ないから女性の役職（管理職）
　 　が増えない
カ　女性が役職（管理職）に就くこと
　 　に消極的だから役職（管理職）
　 　が増えない

キ　結婚したら夫婦の姓は一緒に
　 　するほうがよい
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【男性】

回答者数 = 289

ア　「男は仕事、女は家庭」と役割
　　を分けたほうがよい

イ　家事全般は夫婦で協力するほ
　　うがよい

ウ　夫婦で家族を養うほうがよい

エ　家庭での育児や介護は夫婦で
　 　協力するほうがよい

オ　女性の能力が正当に評価され
　 　ないから女性の役職（管理職）
　 　が増えない
カ　女性が役職（管理職）に就くこと
　 　に消極的だから役職（管理職）
　 　が増えない

キ　結婚したら夫婦の姓は一緒に
　 　するほうがよい
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そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答

資料：松本市男女共同参画・人権に関する意識調査

〇男女共同参画について
男女ともに、『エ 家庭での育児や介護は夫婦で協力するほうがよい』で“思う”の割合が高くなっ
ています。 また、男女ともに『ア 「男は仕事、女は家庭」と役割を分けたほうがよい』で“思わない”
の割合が高くなっています。

別冊１

◆松本市男女共同参画・人権に関する意識調査結果の課題
１ 男女の平等意識について、どの分野においても「平等」と感じる割合が、女性の方が低い結果となっています。
特に「社会全体」、「法律・制度」、「社会通念・慣習等」の分野では男女の差異が出ています。
２ 「男は仕事、女は家庭」の性別役割分担意識は解消されつつありますが、家庭生活において、女性が６割以上家事全般を担い、男性は
約２割と未だ低い現状です。
３ 女性の就労について、「結婚・出産後も仕事を続けたい」と考える割合が５年前より増加しており、今後もその意欲を発揮できるように
支援することが必要とされています。 1



H28 H29 H30 R元 R2 R3

附属機関等の数 112 115 120 122 115 116

委員総数(人) 2,958 2,984 3,014 3,031 2,869 2,781

女性委員数(人) 981 1,024 1,000 988 957 945

女性比率 33.2％ 34.3％ 33.2％ 32.6％ 33.4％ 34.0％
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Ｈ２８～Ｒ３ 委員総数と女性比率の推移
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資料：松本市人権共生課

〇政策・方針決定過程への女性の参画
松本市では、一つの附属機関等の女性委員の割合が40％以上となることを努力目標としています。

◆女性委員の比率の推移
１ 新規の附属機関等が増え、男女のバランスに配慮した委員構成と、女性の登用率を意識している傾向にあります。
２ 積極的な女性委員の参画を働きかける一方で、関係団体からの推薦は、未だ女性委員の推薦が困難なケースが見受けられます。

＜計画の目指すもの＞

基本理念 ※松本市男女共同参画推進条例第３条

◆市民、事業者、教育関係者、市が協働して取り組む６本の柱

1 男女の基本的人権の尊重

2 社会における制度又は慣行が、影響を及ぼすことのないように配慮

3 政策等への立案及び決定への共同参画

4 家庭生活における対等な役割と、社会的活動の両立

5 男女のお互いの性について理解を深め、生涯にわたる健康への配慮

6 国際社会の動向を踏まえた取組み

＜計画の位置づけ＞

根拠法令：男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法、

松本市男女共同参画推進条例

１ 松本市総合計画との関係

ジェンダー平等社会の実現に対する意識啓発を進め、

男女の性別にとらわれず、それぞれの意欲と個性が発揮

できる社会を具現化するための計画

2 個別関連計画

各部局が所管する関連計画とも整合を図ります。
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目指すまち 施策の方向 施策の概要

１ 男女がともに
創りあげるまち

◇政策・方針決定過
程の女性参画、就労
支援とワーク・ライ
フ・バランスの推進

あらゆる分野に男女共同参画
の視点を取り入れる

・附属機関等の女性委員の比率拡大 ・町会・農業組織・公民館役員の女性比率の拡大
・男女共同参画地区推進委員の育成 ・男女共同参画の視点からの有事の備え、避難所運営、被災者支援
・女性の防災活動への関心・知識の普及

人生を豊かにするための就労
支援とワーク・ライフ・バランス
を推進する

・労働・雇用に関する法律・制度の周知・啓発・相談の推進 ・就労継続のための育児・介護に対する支援
・就職支援の講座、スキル習得の充実 ・農業分野の家族経営における男女共同参画
・女性農業者の育成・交流・学習 ・起業家・経営者への支援 ・企業に対するインセンティブの付与
・女性の働き方の基盤づくり

２ 誰もが安心安全
に暮らせるまち

◇人権尊重と人権侵
害の防止、生涯を通
じた健康支援

あらゆる暴力の根絶と多様性
を尊重し生きづらさを解消
(支援)する

・男女共同参画に関連する各種講座の開催 ・公民館における人権関連講座の開催
・男女共同参画に関する特設コーナーの設置 ・配偶者からの暴力(ＤＶ)の防止及び被害者の支援
・高校生向けデートＤＶ防止出前講座の開催 ・児童・生徒へのメディアリテラシー教育
・防災・防犯情報のメール配信 ・生活困窮者に対する自立支援 ・ひとり親への支援
・加齢・心身の障がいに起因する日常生活上の困難への支援
・外国人であることによる社会的孤立を回避するための支援 ・心と生き方の相談支援
・多様な性の正しい理解の啓発活動と相談支援

ライフステージに合わせた
健康支援の推進を図る

・母子保健に対する支援 ・松本地域出産・子育て安心ネットワーク事業の周知
・学校教育における性教育と保健教育 ・出前講座における啓発と学校教育における性教育
・ライフステージごとの一次予防の推進 ・ふれあい健康教室・出張ふれあい健康教室
・自殺予防のための庁内横断による取組み ・女性が抱える身体的・心理的負担の軽減
・妊産婦に対する支援 ・乳がん・子宮がん・前立腺がん・肺がんの早期発見、早期対応

３ 一人ひとりが
未来につなげる
まち

◇将来の基盤づくり

思春期からの男女共同参画
の視点を育成する

・性差にとらわれない職業に対する啓発活動
・家庭・学校・地域における固定的な性別役割分担にとらわれない多様な経験の提供
・学校教育における性差の尊重と男女共同参画の学習 ・スポーツにおける女性の活躍の場の提供、拡大

多様な暮らしに寄り添い松本
らしい魅力あるまちづくりの
推進を図る

・移住プロモーションの強化
・地域におけるジェンダーギャップの解消

第５次松本市男女共同参画計画の施策の体系

私たちが目指す市役所 〇市役所における男女共同参画の実現に向けた取組み
・誰もが自分らしく輝ける職場を目指してワーク・ライフ・バランスに
配慮した働き方の推進
・職員一人ひとりのジェンダー平等の意識改革の推進
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